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令和  4年  3月 31 日現在
1頁法人名 ：社会福祉法人　緑風会

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

　　①有形固定資産（リース資産を除く）　　　

　　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。

　　②無形固定資産（リース資産を除く）

　　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。

　　③リース資産

　　　　当法人は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてリース期間を耐用年

　　　　数とし、残存価額をゼロとする定額法による減価償却を実施している。

（２）徴収不能引当金の計上基準

　　　　当法人は、期末時の利用者等に対する債権残高のうち１年を超える期間にわたり未徴収の債権の全

　　　　額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金とし

　　　　て計上している。

（３）賞与引当金の計上基準

　　　　当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に

　　　　帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（４）退職給付引当金の計上基準

　　　　当法人は、職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し

　　　　ている。

　　①退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当年度末までの期間に帰属させる方法については

　　　　期間定額基準によっている。

　　②数理計算上の差異の費用処理方法

　　　　数理計算上の差異は、その発生年度に一括して費用処理している。

（５）役員退職慰労引当金の計上基準

　　　　当法人は、役員退職等慰労金規程に基づき、役員の退職慰労金要支給額を計上している。なお、当

　　　年度末の残高はない。

（６）消費税の取扱い

　　　　当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

　該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

　　当法人は、職員の退職給付に充てるため、確定給付制度を採用している。確定給付制度では退職給付と

　して給与と勤務期間に基づいた一時金を支給している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分

　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

　　　当法人では、公益事業ならびに収益事業を実施していないため作成していない。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３

　　　号第３様式）

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第

　　　３様式）

　　　当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

（５）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第

　　　３様式)

　　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（６）拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（７）当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　別紙「拠点区分、サービス区分一覧表」のとおりである。
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５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 1,126,572,410 0 0 1,126,572,410

建物 4,553,125,873 53,321,935 279,720,450 4,326,727,358

定期預金 1,000,000 0 0 1,000,000

         合  計 5,680,698,283 53,321,935 279,720,450 5,454,299,768

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の除売却に伴い、国庫補助金等特別積立金35,310円を取り崩した。

資産毎の内訳は以下の通りである。

　①建物　　　　　　　　該当する事項はない。

　②構築物　　　　　　　該当する事項はない。

　③機械及び装置　　　　該当する事項はない。

　④車輌運搬具　　　　・ルネッサンス　　ハイエースワゴンの除却による取崩額　　　　　　　　1円

　⑤器具及び備品　　　・ルネッサンス　　ベッドの除却による取崩額　　　　　　　　　　　　　1円

　　　　　　　　　　　・樫田の里　　　　車椅子入浴装置の除却による取崩額　　　　　　 35,307円

　　　　　　　　　　　・マリアンヌ　　　ベッドの除却による取崩額　　　　　　　　　　　　　1円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　 35,310円

７．担保に供している資産

　担保に供されている資産は以下のとおりである。

　土地（基本財産） 913,417,010円

　建物（基本財産） 3,662,927,514円

　土地（その他固定資産） 4,150,000円

                             計 4,580,494,524円

　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

　設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1,375,262,000円

                             計 1,375,262,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 9,279,169,503 4,952,442,145 4,326,727,358

建物（その他固定資産） 325,264,989 175,843,737 149,421,252

構築物 608,947,593 393,714,257 215,233,336

機械及び装置 117,706,404 111,856,023 5,850,381

車輌運搬具 164,598,343 161,581,191 3,017,152

器具及び備品 821,114,321 680,962,252 140,152,069

有形リース資産 3,137,988 1,158,067 1,979,921

         合  計 11,319,939,141 6,477,557,672 4,842,381,469

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　該当する事項はない。

１０．関連当事者との取引の内容

　該当する事項はない。
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１１．重要な偶発債務

　該当する事項はない。

１２．重要な後発事象

　該当する事項はない。

１３．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

　該当する事項はない。

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
するために必要な事項
（１）リース取引関係

　　①ファイナンス・リース取引

　　（ア）有形リース資産の内容

　　　　　移動型加湿装置（器具及び備品）である。

　　（イ）リース資産の減価償却の方法

　　　　　１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。


